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1.預金・貸出金、個人預り資産預金・貸出金、個人預り資産

預金・貸出金および個人預り資産の状況は次のとおりです。
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有価証券の運用残高および評価差額等は次のとおりです。
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2.有価証券有価証券

運用残高

評価差額等

※金額が過少なため、上記「運用残高」、「評価差額等」には、「売買目的の商品有価証券」
は含んでおりません。 
※「子会社・関連会社株式」で時価のあるものはありません。 
※差額および評価差額は、各決算日の時価に基づき算出しております。ただし、内訳中の「株
式」および「その他」に含まれる上場受益証券等の評価差額は、中間期末1ヵ月の市場価
格の平均時価に基づき算出しております。なお、平成20年10月28日に企業会計基準委
員会より公表された「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準
委員会実務対応報告第25号）を踏まえ、平成21年3月期より、変動国債の時価について
は、合理的に算定した価額に基づき時価を算定しております。 
※「その他有価証券」で時価のある株式および投資信託について、減損処理を行う場合の
時価の回復可能性の判断基準を厳格化し、中間期末前1ヵ月間の平均時価が30％以上
下落しているものについては、すべて減損処理を行っております。 
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（百万円）

　経常収益は、国債等債券売却益が増加しましたが、株式等売却益が
減少したことや、貸出金利回りの低下を主因として貸出金利息が減少
したことなどから、前年同期比542百万円減収の3,882百万円とな
りました。
　一方、経常費用は、有価証券関係費用、営業経費が増加しましたが、
預金利回りの低下を主因として預金利息が減少したことなどから、前
年同期比131百万円減少し3,633百万円となりました。
　この結果、経常利益は前年同期比411百万円減少の249百万円、
業務純益は前年同期比323百万円減少の565百万円となり、中間純
利益は前年同期比221百万円減少の148百万円となりました。

3.経営成績経営成績
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（百万円）

4.不良債権不良債権

◆「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産・会社更生・再生手
続き等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権を指しており、担保等で保全されていない部分につい
ては、既に、貸倒引当金にてフルカバーしております。
◆「危険債権」とは、債務者が、経営破綻の状態には至っていないものの、
財政状態・経営成績が悪化し、契約どおりの返済を受けることができな
くなる可能性の高い債権を指し、「要管理債権」とは、要注意先に対する
債権のうち、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権を指しており、そ
れぞれ区分に見合った貸倒引当金を計上しております。
◆この金融再生法開示債権（いわゆる不良債権）146億円に対しましては
引当金59億円、担保・保証等75億円、計135億円が計上されており、
正味の不足額は10億円であります。この全額が万一回収不能となった
場合でも、これに対する当行の純資産の部合計額はその11倍強（125
億円）あり、不良債権に対する備えは十分にあります。

金融再生法に基づく開示債権について
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貸借対照表
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金融再生法に基づく開示債権額（貸出金及び支払承諾等貸出金に準ず
る債権を対象）は次のとおりです。
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自己資本比率は、銀行が保有する貸出金や有価証券等の資産に対し、
資本金や引当金等の内部資金をどの程度保有しているかを見る指標
であり、銀行の健全性を示す重要な指標です。

◆当行のように海外に営業拠点を有しない銀行は国内基準の対象となり、
自己資本比率が4％以上あることが求められています。
◆平成22年9月期の自己資本比率は9.28％であり、国内基準の4％をク
リアしています。

◆基本的項目（Tier1）比率とは、自己資本の根幹を成す「基本的項目」（資
本金や剰余金など）によって算出される比率のことです。
◆平成22年9月期のTier1比率は7.36％であり、この比率でみても国内
基準をクリアしています。

自己資本比率について

基本的項目（Tier1）比率について

平成20年9月期 平成21年9月期 平成22年9月期区　　分

5.自己資本比率自己資本比率

（百万円）

銀行法に基づくリスク管理債権額（貸出金のみを対象）は次のとおり
です。
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6.企業の社会的責任企業の社会的責任（ＣＳＲ）への取組の取組み企業の社会的責任（ＣＳＲ）への取組み
　当行では、お客さま・株主の皆さま・従業員・地域社会からのご期
待にお応えするため、従来から多方面にわたる企業活動を推進して
おります。
　今回、その中から、以下の活動をご紹介させて頂きます。

　当行は、地域社会の持続可能な発展のためには、環境への配慮が必須であ
るとの認識の下、従来より、文書のペーパーレス化の推進などによる省資源活
動や「クールビズ」、「ウォームビズ」への取組みなどによる省エネ活動に加え、
ＩＳＯ認証取得を目指される企業のサポートやエコ定期の取扱いなど、環境保
全に向けた様々な取組みを行っております。こうした中、本年1月より展開され
ている国民運動「チャレンジ25キャンペーン」の趣旨に賛同し、“チャレンジャ
ー”としてこのキャンペーンが推進する6つのチャレンジに取組んでおります。 
　このうちの1つ“challenge6：地域で取組む温暖化防止活動に参加しよう”
の一環として、松江市の「松江市一斉ノーマイカーウィーク（平成22年10月
18日～24日）」に併せて、当行も、「全店一斉ノーマイカーウィーク」を実施し、
多くの行員が、マイカーの代わりに、徒歩、自転車、公共交通機関での通勤を行
いました。 
　今後も、こうした環境保全に資する取組みを積極的に行ってまいります。 

　お客さまの立場に立ち、より快適に当行窓口をご利用頂くことを第一に考え、
平成19年度より店舗環境の整備を行っております。 
　こうした取組みの一環として、平成22年7月～8月にかけて、出雲支店、安
来支店、浜田支店の3店舗において、ご来店カウンターの改良やご相談コーナ
ー（ローカウンター）の新設、改良を行いました。 
　また、バリアフリー化対応としては、視覚障がいをお持ちのお客さまにも安
心して当行をご利用頂けるよう、この3店舗の店内に視覚障がい者誘導用点字
ブロックを設置したほか、足がご不自由なお客さまのために、未対応であった
店舗にはスロープ化も行っております。 
　今後も、お客さまがご利用頂き易い店舗環境の整備に努めてまいります。 

お客さまがご利用頂きやすい店舗環境の整備 

地球温暖化防止への取組み  

＜店舗環境を整備した店舗（平成19年度～平成22年9月末）＞ 

ご相談コーナー（出雲支店） 視覚障がい者誘導用点字ブロック（安来支店） 

本店営業部、本店営業部北出張所、松江駅前支店、松江駅前支店南出
張所、松江卸団地支店、黒田支店、上乃木支店、学園通支店、西郷支店、
安来支店、大東支店、出雲支店、出雲支店出雲東出張所、出雲支店出
雲中央出張所、平田支店、大田支店、江津支店、浜田支店、益田支店 

鳥取支店、鳥取支店駅南出張所、米子支店、角盤町支店、米子東支店、
境支店、倉吉支店 

島根県
（19/25店舗）

鳥取県
（7/9店舗）



（平成22年11月 発行）

お問合せ先：人事財務グループ
　　　　　　松江市東本町2-35 〒690-0842
　　　　　　TEL.0852-24-1234（代表）
　　　　　　URL.http://www.shimagin.co.jp

〔しまぎん店舗のご案内〕

本ミニ・ディスクロージャー誌は、しまぎんの主要な経営

情報をタイムリーに、また、わかりやすくお伝えすること

を目的として作成しております。

今後も地域の皆さまに、積極的な経営内容の情報開示

をおこなってまいります。

なお、本誌記載の情報は当行ホームページにも掲載して

おります。

■島根県（25ヵ店）

◎松江市（11ヵ店）

　本店営業部 TEL（0852）24-4000 

　北 出 張 所 TEL（0852）24-1451 

　松江駅前支店 TEL（0852）24-1351 

　南 出 張 所 TEL（0852）24-1251 

　津 田 支 店 TEL（0852）24-1551 

　松江卸団地支店 TEL（0852）24-1651 

　山 代 支 店 TEL（0852）24-1751 

　黒 田 支 店 TEL（0852）23-7777 

　上乃木支店 TEL（0852）22-7755 

　学園通支店 TEL（0852）21-2120 

　松江営業センター出張所 TEL（0852）24-1564 

◎隠岐郡（1ヵ店） 

　西 郷 支 店 TEL（08512）2-1224 

◎安来市（1ヵ店） 

　安 来 支 店 TEL（0854）22-3535 

◎出雲市（5ヵ店） 

　出 雲 支 店 TEL（0853）30-6611 

　出雲東出張所 TEL（0853）22-5260 

　出雲中央出張所 TEL（0853）23-6262 

　大 社 支 店 TEL（0853）53-2142 

　平 田 支 店 TEL（0853）62-2314 

◎雲南市（2ヵ店） 

　大 東 支 店  TEL（0854）43-2621 

　雲 南 支 店  TEL（0854）45-5557 

◎簸川郡（1ヵ店）

　斐 川 支 店 TEL（0853）72-5200

◎大田市（1ヵ店） 

　大 田 支 店 TEL（0854）82-0395 

◎江津市（1ヵ店） 

　江 津 支 店 TEL（0855）52-2626 

◎浜田市（1ヵ店） 

　浜 田 支 店 TEL（0855）22-0276 

◎益田市（1ヵ店） 

　益 田 支 店 TEL（0856）22-2222 

■鳥取県（9ヵ店）

◎米子市（4ヵ店）

　米 子 支 店 TEL（0859）34-3131 

　角盤町支店 TEL（0859）32-5121 

　米子駅前支店 TEL（0859）33-5221 

　米子東支店 TEL（0859）22-7370 

◎境港市（1ヵ店）

　境　支　店 TEL（0859）42-3761 

◎日野郡（1ヵ店）

　根 雨 支 店 TEL（0859）72-0371 

◎倉吉市（1ヵ店）

　倉 吉 支 店 TEL（0858）22-4158 

◎鳥取市（2ヵ店）

　鳥 取 支 店 TEL（0857）22-3118 

　鳥取駅南出張所 TEL（0857）24-8141

本誌の作成にあたっては、環境にやさしい大豆インクと古紙配合率100％再生紙を使用しております。


